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一関市花泉コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則 

改正前 改正後 

（利用の許可） （利用の許可） 

第２条 コミュニティセンター（以下「センター」という。）を利用し

ようとする者は、花泉コミュニティセンター利用許可申請書（様式第

１号。以下「申請書」という。）を、市長（指定管理者に管理を行わ

せる場合にあっては、指定管理者。以下同じ。）に提出しなければな

らない。 

第２条 コミュニティセンター（以下「センター」という。）を利用し

ようとする者は、花泉コミュニティセンター利用申請書  （様式第

１号。以下「申請書」という。）を、市長（指定管理者に管理を行わ

せる場合にあっては、指定管理者。以下同じ。）に提出しなければな

らない。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

（利用の変更及び取消し） （利用の変更及び取消し） 

第３条 前条の規定により利用許可を受けた者（以下「利用者」という。）

は、その利用内容の変更又は取消しをしようとするときは、利用する

日の前日までに市長にその旨を申し出て            

                      、承認を受けなけれ

ばならない。 

第３条 前条の規定により利用許可を受けた者（以下「利用者」という。）

は、その利用内容の変更又は取消しをしようとするときは、利用する

日の３日前までに花泉コミュニティセンター利用（変更・取消）申請

書（様式第３号）に許可書を添えて市長に提出し、承認を受けなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、直ちにこれを審査

し、適当と認めたときは、承認する               

                     とともに、既納の使用

料（指定管理者に管理を行わせる施設にあっては、利用料金。第５条

及び別表を除き、以下同じ。）に不足を生じたときは、不足額を納付

させなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、直ちにこれを審査

し、適当と認めたときは、花泉コミュニティセンター利用（変更・取

消）許可書（様式第４号）を利用者に交付するとともに、既納の使用

料（指定管理者に管理を行わせる施設にあっては、利用料金。第５条

及び別表を除き、以下同じ。）に不足を生じたときは、不足額を納付

させなければならない。 

（附属設備等の使用料） （附属設備等の使用料） 

第５条 条例別表に規定する暖房料 及び同表備考３に規定する附属

設備及び備品等の使用料（指定管理者に管理を行わせる施設にあって

は、利用料金の限度額。別表において同じ。）は、別表のとおりとす

第５条 条例別表に規定する冷暖房料及び同表備考３に規定する附属

設備及び備品等の使用料（指定管理者に管理を行わせる施設にあって

は、利用料金の限度額。別表において同じ。）は、別表のとおりとす
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る。 る。 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書にそ

の旨を付記                          

  しなければならない。 

２ 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、花泉コミュ

ニティセンター使用料減免申請書（様式第１号）をあらかじめ市長に

提出しなければならない。 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

利用区分 単位 使用料 

暖房料（ストーブ） １台につき１時

間 

50円 。ただし、使用した

燃料の消費量と同量の燃

料を補充してこれに代え

ることができる。 

電気器具等（消費電力

量500W以上のもの 

   に限る。）を持

込使用する場合の電 

気料金 

１回につき消費

電力量１kWhまで 

50円

１回につき消費

電力量１kWhを超

える場合 

３kWhまでは100円とし、

３kWh増えるごとに50円

を加算する。 

［略］ 

利用区分 単位 使用料 

冷暖房料（冷暖房設

備） 

１室につき１時

間 

100円

暖房料（ストーブ） １台につき１時

間 

100円。ただし、使用した

燃料の消費量と同量の燃

料を補充してこれに代え

ることができる。 

電気器具等（消費電力

の合計が500Ｗを超え

る場合に限る。）を持

込使用する場合の電

気料金 

コンセント１か

所につき１時間

（コンセント１

か所当たりの消

費電力は1500Ｗ

までとする。） 

50円

［略］ 
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備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 


